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令和８年度町政執行の基本方針 

 

令和８年余市町議会第１回定例会において、町政執行の基本方針と

主要な諸施策ならびに私の所信を申し上げます。 

町政の執行にあたりましては、議員各位をはじめ町民の皆様より温

かいご理解とご支援をいただき、心から感謝申し上げます。 

国際情勢の不安定化や物価上昇、人口減少・少子高齢化の進行など、

依然として本町を取り巻く環境は厳しさを増していますが、私はこれ

を『変革の好機』と捉えています。世界的なワイン市場の潮流、イン

バウンド需要の回復、そしてデジタル技術の進展。これらは全て余市

町にとっての追い風です。 

これまでの『行政管理』の枠を超え、『経営』の視点を取り入れる

ことで、余市町は世界に選ばれるまちへと進化します。令和 8年度は、

『世界基準（Global Standard）』と『稼ぐ力（Profitability）』をキ

ーワードに、次世代への投資と持続可能な財政基盤の構築を断行しま

す。 

そのような町政運営を実現させるため、令和８年度は、これまで継

続して取り組んできたガストロノミーツーリズム事業について、美酒

と美食のまちとしての魅力発信に加え、生産者や関係事業者等との連

携を通じて、取り組みの充実と展開を図り、観光振興と地域経済の活

性化につなげてまいります。あわせて、特産品のプロモーションや、

地域独自の魅力発信を強化することでふるさと納税額の規模拡充に

も努め、これらの財源を用いて子育て支援の拡充事業として現在実施

している出産祝い金の支給額の大幅な増額や、新たにこども家庭セン

ターを設置するなど子どもを育てる環境づくりを応援する取り組み

などを行い、余市町で暮らす皆さまの生活がより豊かになるような事

業を実施していきます。 

令和８年度の町政執行にあたっては、「次世代の可能性を引き出す」、

「資源を最大限活用しまちを持続・発展させる」、「激動する社会に対

応する」を３つの指針として、職員と一丸となって町民の負託に応え、

第５次余市町総合計画のメインテーマである「未来に向けて住みやす

いまちをつくる」ことに全力を尽くしてまいりますので、各位におか

れましては特段のご理解を賜りたいと存じます。  
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「未来に向けて住みやすいまちをつくる」ために 
 
 
＜次世代の可能性を引き出す＞ 

余市町は未来への投資として、人づくりを通じ、子どもや若者とい

った次世代の可能性を引き出すまちづくりを進めます。 

   

＜資源を最大限活用しまちを持続・発展させる＞ 

余市町は選択と集中により、限られた資源を最大限に活用したま

ちづくりを進めます。 

  

＜激動する社会に対応する＞ 

余市町はこれまでの概念にとらわれず、激動する社会に対応する

まちづくりを進めます。 

  

 以上３つの指針をもとに、 

 

１. 暮らしの安全・安心の方針 

２. 健康と福祉の方針 

３. 生活環境の方針 

４. 産業の方針 

５. 学びの方針 

６. 行政・財政運営の方針 

 

の６つの方針を施策の体系とし、以下の諸施策を推進します。 
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令和８年度の施策の内容 
 
１．暮らしの安全・安心の方針 
 
◎防災に関する施策 

地域の防災力の向上を図るべく、北後志構成４町村及び民間事業者などと連

携し、防災広域化に向けた取り組みを引き続き進めます。また、昨年発生した

カムチャッカ半島付近の地震や近年の異常気象が各地で甚大な被害をもたらし

ていることを踏まえ、災害は何時、どこで発生してもおかしくない状況にある

ことから、災害対策基本法等の法令改正や国の防災基本計画などの見直しと整

合性を図りつつ、関係防災機関と密接な連携のもと防災対策を充実させていく

とともに、引き続き避難所における防災資機材の整備や地域の防災力向上とし

て区会に対する支援を進めます。 
災害時における情報伝達手段の確保につきましては、最新の技術の状況を踏

まえつつ、効果的かつ効率的な整備に向け、引き続き検討を行います。 
災害による被害を最小限にとどめるためには、日頃からの備えが大切である

ことから、区会や学校などでの防災学習会などを通じ防災に関する自助・共助

意識の醸成と防災知識の普及啓発を行います。 
原子力防災につきましては、福島第一原子力発電所事故の対応や原子力災害

の特殊性を踏まえ、国、北海道、関係市町村と連携し、引き続き必要となる防

災対策の整備を進めます。 

 

◎交通安全に関する施策 

「高齢者事故防止」、「飲酒運転根絶」、「スピードダウン」、「シートベルト全

席着用」、「自転車安全利用」、「居眠り運転防止」、「昼間ライトの点灯」、「なが

ら運転の根絶」を重点目標とし、交通安全指導員による交通指導をはじめ、町

民への啓発などを積極的に実施し、一人ひとりの交通安全意識を高めるととも

に、関係機関と連携を図りながら、交通事故防止に努めます。 
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２．健康と福祉の方針 
 

◎子育て推進に関する施策 

「第３期余市町子ども・子育て支援事業計画」に基づき、「子どもと子育て家

庭をみんなで支え合うまち 余市」を目指し、子育てしやすい環境の整備に努め

ます。 

子育て支援対策につきましては、次代を担う子の誕生を祝福し、健やかな成

長に資するため、第１子・第２子に１０万円、第３子以降に１００万円と倍増

し、子育て応援事業を継続します。また、３歳未満の保育料無償化、１８歳ま

での医療費の無償化も継続し、子育て世代の経済的負担を軽減します。町立保

育所においては、新規入所の受け入れを０歳から２歳に特化し入所待ち児童の

減少を図るとともに、全ての子どもの育ちを応援し、良質な成育環境を整備す

るために、新たに乳児等通園支援事業を開始します。また、子育て支援拠点事

業や放課後児童健全育成事業を継続し、子どもの年齢やニーズに応じた子ども・

子育て支援事業の充実を図ります。 

母子保健対策につきましては、子ども家庭センターを核とした妊娠期から子

育て期にわたる切れ目のない支援をします。妊婦等包括相談支援事業や産後ケ

ア事業を実施するとともに、希望する妊婦には胎児精密超音波検査費用の助成

や和痛分娩の助成、不妊治療や不育症治療を受けている夫婦には医療助成を継

続し、一体的な経済支援を行います。周産期医療においては、北後志地域６市

町村の連携のもと、医療体制の充実に努めます。さらには、新たに５歳児健診

を実施し、母子保健の向上と子育て環境の整備・充実に努めます。 

児童虐待対策につきましては、発生予防や早期発見・早期対応ができるよう

「余市町要保護児童対策地域協議会」構成関係機関との連携を強化し、必要な

対応を図るとともに、子どもが健やかに成長できる地域社会の構築に努めます。 

  

◎保健に関する施策 

町民が心身ともに健康でいきいきと暮らしていくために、若い世代から健康

に関心を持ち、食生活をはじめとする生活習慣の改善やこころのケアができる

よう「第２期余市町健康づくり計画（第２期いのち支える余市町自殺対策行動

計画）」に基づき、関係団体や協定企業等と連携し、心身の健康に関する正しい

知識の普及や各種健診事業に取り組み、健康維持・増進に努めます。 

感染予防対策につきましては、７５歳以上の高齢者に従来型ワクチンより高
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い効果が見込まれる高用量インフルエンザワクチンや妊婦へのＲＳウイルスワ

クチン、町独自助成の男性へのＨＰＶワクチンなど、各種ワクチン接種にかか

る費用を助成します。 

がん対策につきましては、肺がん・大腸がんの早期発見、早期治療につなげ

るため、がん精密検診を実施します。女性特有の乳がん検診や子宮頸がん検診

においては、一定年齢の方々を対象とする検診の無償化を引き続き実施します。 

 

◎地域福祉に関する施策 

福祉・保険に関するワンストップ窓口の特性をいかした町民サービスの向上

に引き続き努めます。 

単身高齢者や認知症高齢者への支援につきましては、「余市町高齢者保健福祉

計画・余市町介護保険事業計画」に基づき、医療や介護などの支援が一体的に

提供される地域包括ケアシステムの充実に努めます。 

高齢者がこれまで培ってきた豊かな経験や知識は地域や次世代に受け継いで

いく財産であり、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、その有する能力に応

じて自立した日常生活を営み、安心して暮らすことができるよう、老人福祉施

設等の安定的な運営の継続に向けた支援を行うとともに、ボランティア等の地

域資源を有効かつ効果的に活用し、中核を担う社会福祉協議会と連携を図り、

地域福祉の推進に努めます。 

要支援者につきましては、民生委員と連携を図りながら適切な状況把握に努

め、地域全体できめ細かな見守り活動や緊急時の速やかな援護体制の構築に努

めます。 

また、個人の権利擁護や虐待の防止についても、関係機関と連携を強化し、

迅速な対応に努めます。 

 

◎障がい者福祉に関する施策 

障がいのある人もない人も、互いに支え合い住み慣れた地域で誰もが自分ら

しく暮らせる社会の実現に向け、「余市町障がい者計画・障がい福祉計画及び余

市町障がい児福祉計画」に基づき誰もが地域で安心して自立した生活を送れる

よう、障がい福祉施策の着実な実施と、相談・支援機能のさらなる拡充に努め

ます。また、手話への理解促進と普及を図ります。 

発達に不安のある子どもへの支援として、北後志母子通園センターを核とし

た児童発達支援体制の充実に努めます。 
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◎介護保険に関する施策 

介護を必要とする方やその家族が安心して暮らすことができるよう、自立生

活の支援を基本とした効果的・効率的な介護サービスの提供や財源の安定確保

を図るなど介護保険事業の円滑な運営に努めます。 

地域支援事業につきましては、地域包括支援センターや在宅介護支援センタ

ーと連携し包括的支援事業を実施することで、地域における支え合い体制の構

築に努めながら、介護支援ボランティアポイント事業をはじめ、地域まるごと

元気アッププログラムやふまねっと教室等の介護予防教室の充実など総合的な

介護予防施策を実施するとともに、国の「認知症施策推進大綱」や「共生社会

の実現を推進するための認知症基本法」に基づき、認知症の方や介護する家族

の方などを地域で支えるための各種施策を推進します。 

 

◎国民健康保険に関する施策 

 事務事業の効率化など都道府県単位化によるスケールメリットをいかしなが

ら、医療費の適正化や各種財源の確保など適切な事業・財政運営に努め、被保

険者の健康の保持・増進を図るとともに、保険料（税）水準の全道統一化によ

る被保険者間の負担の公平化に向けた取り組みを進めます。 

 

◎後期高齢者医療保険に関する施策 

 高齢者が安心して必要な医療を受けられるよう、運営主体である北海道後期

高齢者医療広域連合と連携を図りながら、制度の円滑な運用と適正な執行に努

めます。 
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３．生活環境の方針 
 

◎環境に関する施策 

余市川流域及び町内河川の水質調査や悪臭、騒音などの各種調査・測定を継

続して実施し、地域の環境保全に努めるとともに、脱炭素社会の実現に向けた

省エネ機器の導入など、ＣＯ２排出量の削減、抑制に向けた取り組みを進めま

す。 

町営斎場建替事業につきましては、早期供用開始に向けて事業を進めます。 

 

◎一般廃棄物処理に関する施策 

循環型社会の構築を目指し、ごみ減量化の推進と資源化率の向上に町民、事

業者、行政が連携して取り組むとともに、ごみの搬出が困難な高齢者等に対す

る支援として、安否確認にもつながるふれあい収集を継続します。 

廃棄物処理施設につきましては、適正なごみ処理による公衆衛生の向上を図

るため一般廃棄物最終処理場の増設事業を実施します。公共下水道が整備され

ていない地域につきましては、合併処理浄化槽設置に対する助成を継続します。 

 

◎道路に関する施策 

「余市町橋梁長寿命化修繕計画」に基づく補修事業や道路ストック総点検調

査事業による補修工事を実施するとともに、計画的な舗装と側溝の整備を進め

安全・安心で円滑な通行の確保に努めます。 

冬期間の道路維持につきましては、地域の方々の理解と協力をいただきなが

ら、「余市町冬を快適にすごす条例」の趣旨に沿った効果的な除排雪に努めると

ともに、除排雪車両機械等の計画的な更新を図り、即応体制の確立と機動力の

向上に努めます。流融雪溝につきましては、関係機関・団体との連携により万

全な維持管理に努めます。 

また、後志自動車道小樽ジャンクションのフル化の早期完成や町道黒川町中

通り２号線などの整備促進を要望するとともに、国道５号倶知安余市道路の開

通を見据えた市街地道路網の整備について広く関係機関と協議、検討を進めま

す。 

 

◎河川に関する施策 

余市川につきましては、河川の環境保全を、ヌッチ川や畚部
フゴッペ

川などの治水対
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策につきましては、自然環境に配慮した事業の計画的推進を、さらに、登川な

どにつきましては、河川の堆積土砂の浚渫などの予防保全型維持管理により、

浸水被害の防止対策を引き続き関係機関に要望します。 

町管理河川につきましては、河川愛護組合をはじめ、地域の方々の協力をい

ただきながら、治水対策や維持管理に努めます。 

 

◎港湾・海岸保全に関する施策 

余市港につきましては、関係団体及び港湾利用者と協議しながら、安全で安

心な施設整備を図るとともに、施設の機能向上、維持保全に努めます。 

海岸保全につきましては、適切な施設の維持管理に努めます。 

 

◎公園事業に関する施策 

町民が安心して利用できるよう、公園施設の維持管理、安全対策、環境整備

に努め、地域の方々のふれあいの場、憩いの場として、公園利用者の安全・安

心の確保に努めます。 

 

◎公営住宅に関する施策 

「余市町公営住宅等長寿命化計画」に基づき、黒川団地外壁改修工事、共栄

団地屋根・外壁改修工事等を実施し、快適な住環境の整備に向けた取り組みを

進めるとともに、その他の既存ストックについても適切な維持管理に努めます。 

 

◎住宅に関する施策 

本町への移住・定住を目的とした住宅取得等支援補助金制度を継続し、良好

な市街地形成の先導的な役割を果たす「まほろばの郷地区」をはじめとする居

住誘導区域への定住促進を図るとともに、宅地取引の拡大と住宅建設の増加に

よる町内経済の活性化に努めます。 
また、空家住宅除却費補助制度を継続し、良好な住環境の形成に努めます。 
 

◎都市計画に関する施策 

 将来に向けて住みよいまちづくりを進めるため、「余市町都市計画マスタープ

ラン」、「余市町立地適正化計画」に基づき、今後の人口減少、少子高齢化、公

共交通ネットワークとの連携等を踏まえコンパクト・プラス・ネットワークの

まちづくりに努めます。 
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◎地域公共交通の活性化と再生に関する施策 

「余市町地域公共交通計画」及び「余市町地域公共交通利便増進実施計画」

に基づき、町民ニーズの把握や公共交通を取り巻く現状・課題の分析に努めつ

つ、令和７年１１月より本格運行となったデマンド交通の利用促進など、持続

可能な地域公共交通の維持・確保に向けた取り組みを進めます。 

 

◎水道事業に関する施策 

水道は町民の日常生活や経済活動を支える必要不可欠なライフラインであり、

安全・安心な水を将来にわたって安定供給していくことを基軸に、施設能力・

規模の適正化を図りながら、老朽化する施設の計画的な更新や耐震化に取り組

み、安定稼働の確保に努めます。 

水道事業の経営環境につきましては、人口減少や節水機器の普及等による水

需要の減少傾向や、物価の高騰に伴う各種費用の増加など、さらに厳しさを増

しており、「余市町水道事業経営戦略」に基づき、更なる経営効率化の検討と、

持続可能な経営基盤の強化及び財政マネジメントの向上に取り組みます。 

 

◎下水道事業に関する施策 

町民の快適で衛生的な生活の確保と、河川・海域等の公共用水域の水質保全

を目的に、下水道施設の適正な維持管理、老朽化した施設の更新及び耐震化を

進め、安定した下水道機能の維持に努めます。 
下水道事業の運営につきましては、昨年度より供用開始したし尿処理の広域

化事業の実績も踏まえ、「余市町公共下水道事業経営戦略」に基づき、計画的か

つ効果的な事業運営に努めるとともに、更なる経営基盤の効率化に向け、公営

企業法の全部適用への移行及び上下水道の組織統合に向けた検討を行います。 

 

◎再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策 

公共施設の再編検討に際し、本町の再生可能エネルギーを最大限活用するた

め、再エネ導入推進エリアにおける再エネ導入施設の検討及び中核施設への機

能集約の検討を進めます。 
民間事業者による発電計画については、国や北海道の動向を踏まえながらル

ールを順守した適切な計画となるよう指導し、地域との共生が図られるよう注

視します。  
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４．産業の方針 
 

◎労働に関する施策 

社会情勢の不安定化等に伴い労働者を取り巻く環境も不安定さを増している

ことから、労働者に対する各種支援制度の周知を図るとともに、働きやすい職

場環境の整備や労働環境の改善、生産性の向上に取り組む中小企業者等に対し、

関係機関と連携を図りながら支援に努めます。また、通年雇用促進支援事業を

推進し、季節労働者の通年雇用化の促進を図ります。 

 

◎農業に関する施策 

持続可能で生産性が高い農業を目指し、関係機関との連携協議を重ねながら、

各種施策の展開による農業の振興を図ります。 

安全・安心な農産物の生産に関する取り組みにつきましては、環境への負荷

低減を図り、農業・農村の有する多面的機能をいかすよう、地域の共同活動へ

の支援を図ります。 

優良農地の確保と保全につきましては、農地中間管理機構が行う農地売買等

事業などを活用し、効率的な農用地の利用促進に努めます。 

果樹につきましては、本町の果樹栽培の歴史を築いてきたりんご栽培の維持

に努め、優良品種への改植の支援を図ります。また、省力化栽培による生産効

率化の取り組みを進めます。 

生食・醸造用ぶどうにおいては、晩腐病などの新たな広がりをみせる病害に

ついて関係機関と生産者で情報を共有し適切な防除体系の推進と対策を検討し

ます。 

野菜につきましては、ハウス栽培による高品質で収益性の高い農作物の安定

生産を図るため、栽培施設の資材購入等の支援や栽培技術の確立に努めます。 

新規就農者の相談及び支援につきましては、関係機関で組織する新規就農活

動支援センターによる取り組みを進めるとともに、新規就農者育成総合対策事

業などを活用し、新規就農者の就農支援に努めます。 

農村活性化センター・市民農園・園芸試験場につきましては、施設の有効活

用と適切な維持管理に努めます。 

有害鳥獣対策につきましては、北海道猟友会余市支部との連携を図り、「余市

町鳥獣被害防止計画」に基づき、捕獲・駆除を実施します。 

特定外来生物に指定されているアライグマの駆除を引き続き実施し、近年、
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ヒグマ・エゾシカの個体数増加による影響が懸念される中、さらなる有効対策

の実施を国及び北海道に対して強く要請するとともに、北海道猟友会余市支部

との信頼関係を深めるよう、警察も交え協力体制の構築に努めます。 

また、耕作地への有害鳥獣侵入を防止するための電気柵の設置及びアライグ

マの駆除を目的とした箱罠の購入など、生産者自らが行う自己防衛対策を支援

します。 
 

◎林業に関する施策 

国からの森林環境譲与税の有効活用を図るとともに、「余市町森林整備計画」

に基づき森林の持つ多面的な機能が充分に発揮されるよう、適切な森林施業の

推進と管理に努め、民有林においては森林所有者の意識醸成により、森林整備

地域活動支援事業や豊かな森づくり推進事業の活用による環境保全と森林資材

確保を推進します。 

町有林においては、豊丘水源かん養保安林などの保全と機能の回復を図るた

め、間伐などの保育事業や野そ駆除事業を計画的に実施し、継続的な町有林の

適正管理・森林機能の維持保全に努めます。 
 

◎漁業に関する施策 

将来的な養殖事業の定着化に向けて浅海・淡水増殖事業の支援により、水産

業の収益性向上と、育てる漁業による資源の確保を図るとともに、担い手確保

や販売戦略の強化に努めます。 

温暖化等による漁場環境の変化に対して、北海道や中央水産試験場をはじめ

とした関係機関との連携を密にし、迅速な情報共有に努めます。 

トド被害防止対策につきましては、「余市町鳥獣被害防止計画」に基づき、余

市郡漁業協同組合が実施する被害防止対策への継続的な支援に努めます。 

余市フィッシャリーナにつきましては、関係機関と連携し海難事故の防止に

努めるとともに、漁業者との充分な調整を図り、利用者へ安全な海洋レクリエ

ーションの提供に努めます。 
 

◎水産加工業に関する施策 

消費拡大とブランド力向上を目指すとともに、多様化する消費者ニーズの把

握に努め、関係機関・団体などと情報の共有を図り、商品開発の推進を支援し

ます。  
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◎６次産業化に関する施策 

地元農水産物をいかした加工・販売・流通の一体的なつながりによる産業振

興を目指し、関係団体と連携した取り組みを進めます。また、醸造用ぶどうに

つきましては、世界的に市場評価の高い品種への改植や醸造環境の体制強化支

援に努め、国内トップクラスのワインぶどう産地としての優位性をいかし、余

市町産食材とワインとのマリアージュによるさらなるブランディング力の向上

を図ります。 
さらに、「美酒・美食のまち」としての魅力の発信に加え、『世界に冠たるワ

イン産地』としての地位を確固たるものにします。 
特に、世界的に評価が高まるピノ・ノワールやシャルドネをはじめとする高

品質なワイン用ぶどうの産地特性を活かすとともに、海外の生産者・自治体と

の連携を強化します。単なる友好交流にとどまらず、栽培・醸造技術の提携や

共同ブランディングを推進し、余市産ワインの付加価値を最大化します。 
また、これらワイン産業を核とした『ガストロノミーツーリズム』において

は、高付加価値な宿泊機能の誘致や、富裕層インバウンドをターゲットとした

コンテンツ造成を行い、地域に資金が流入する経済循環（エコシステム）を構

築します。 
  

◎商工業に関する施策 

余市商工会議所および中小企業相談所と連携し、余市町中小企業振興条例に

基づく制度融資や設備投資等に対する各種助成措置、税制優遇制度の利用促進

などにより、物価高騰等の課題に直面する中小企業者等の経営安定化と事業継

続を支援します。 

また、空き店舗を活用した創業や事業承継の促進を図るとともに、余市町商

店街連合会による地域に根差した活動への支援を継続します。 
  

◎観光に関する施策 

観光振興計画に基づき、本町の恵まれた自然や食、世界的に知名度の高いワ

イン・ウイスキー、歴史文化などの多彩な観光資源を活用し、道内外客やイン

バウンドなどの交流人口増加と滞在型観光の拡大、ガストロノミーツーリズム

を推進し、年間を通じて魅力ある持続可能な観光地づくりに努めます。 

また、一般社団法人余市観光協会と連携し、観光客を誘致するとともに観光

事業者への支援、事業活性化に向けた取り組みを推進します。 

後志自動車道の開通効果は今後もさまざまな分野で期待されるところであり、
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後志のゲートウェイとして、圏域の市町村等との連携強化を図りながら、交流

人口の増加と観光消費拡大に努めます。 

道の駅につきましては、サウンディング型市場調査の結果を踏まえ、方針の

具体化を進めるとともに、必要な検討と体制整備に取り組みます。  

観光物産センターにつきましては、指定管理者と連携し、地場産品のＰＲや

新たな観光コンテンツの開発、効果的な観光情報の発信に取り組むとともに、

公共施設として利用のしやすい環境づくりに努めます。 

農道離着陸場につきましては、適切な管理運営に努めるとともに、民間事業

者等による利活用促進について、検討を進めます。 

 

◎地方創生に関する施策 
人口減少による地域経済の縮小や地域社会の存続が危ぶまれる中、人口減少

を可能な限り抑制すべく、「余市町デジタル田園都市構想総合戦略」に基づき、

「ガストロノミーツーリズムプロジェクト」を核とする地方創生プロジェクト

を推進し、本町の強みをいかした産業振興やひとの流れの創出に努めます。 
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５．学びの方針 
 

◎学校教育に関する施策 

本町の未来を担う人材を育てる取り組みは重要な政策であり、デジタル化の

進展やグローバル化など社会が大きく変化する中で、子どもたちが社会で生き

る知識や技能をしっかりと身に付けるとともに、子ども達一人ひとりの可能性

を引き出し、確かな学力、豊かな心、健やかな体を育くむことができるよう教

育課程に基づいた組織的・継続的な教育活動を推進します。 

子どもたちが安全・安心に学ぶことができる教育環境の充実を図るとともに、

適切な学校施設の維持管理に努め、保護者負担軽減のため学校給食費の無償化

を継続し、また、「余市町立学校適正規模・適正配置基本計画」に基づき、再編

整備に向けた取り組みを継続して進めます。 

各高等学校が実施する取り組みに対する協働体制の構築や私学助成の取り組

みを推進するなど、時代や地域のニーズに対応した魅力ある学校づくりのため

の支援に努めます。 
 

◎社会教育に関する施策 

町民が心身ともに豊かで健康な生活を送ることができるよう、学びの場を提

供し、変化し続ける社会環境に対応できる学習機会の充実を推進します。 

 あわせて、中央公民館の屋上防水工事や図書館照明のＬＥＤ化など、社会教

育施設の環境整備、国指定文化財の保存活用に努めます。 

図書館につきましては、学校図書室や関係機関、ボランティアとの連携を図

り、読み聞かせなどの実効性のある取り組みを通して読書普及活動を推進して

いくとともに、魅力ある電子書籍のさらなる充実を図り、利用者サービスの拡

充に努めます。 

余市宇宙記念館につきましては、宇宙開発や天文、科学などの学習の場とし

て、毛利衛名誉館長の協力を得ながら企画展の開催、展示の更新、ガイドツア

ーの充実、多種多様な教室の開催等、創意工夫のうえ、特色ある運営に努めま

す。 
 

◎芸術、文化、スポーツ活動に関する施策 

文化財につきましては、地域の郷土資料の活用と後世への継承を図るため、

文化財施設及びそれに関わる資料の適切な保存と管理を行うとともに、出前講

座などを積極的に行うことにより地域への愛着の醸成を図り、学びと体験の場

として各施設の展示内容の充実と郷土の誇りと歴史に関する教育活動を推進し

ます。 
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スポーツ活動につきましては、各種の競技スポーツの振興はもとより、全て

の世代の町民がスポーツに親しむことのできる環境づくりを進めるとともに、

スポーツ関係団体や地域との連携を図り、町民全体の体力向上と健康維持が効

果的に図られるよう努めます。 
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６．行政・財政運営の方針 
 

◎町民と行政の連携に関する施策 

各種審議会等への町民参加、アンケート調査やパブリックコメント等による

町民意見の募集、区会学習会等の町民活動への支援を進めるとともに、町職員

が地域と行政とのパイプ役となる地域連絡員制度を積極的に活用し、町民と行

政が連携して歩むまちづくりを進めます。 

 

◎外部の組織・人材との連携に関する施策 

 広域行政の推進、大学などの教育機関や民間企業といった組織との協定の締

結、高度な知識を有する人材の招致など、外部との協力体制の構築や民間提案

制度の活用により、本町が抱える課題の解決や新たな価値の共創を推進します。

また、国の支援制度の活用等により、本町を応援してくれる企業や個人の受け

入れ体制を構築します。 

 

◎情報の共有に関する施策 

広報よいちの誌面とホームページの充実を図るとともに、町ＬＩＮＥ公式ア

カウントを活用し、幅広い情報発信に努めます。また、町政への意見・要望の

募集やホームページ内のお問合せメール等により町民の声を広く聴取するとと

もに、区会を通じた懇談会や各種説明会において意見交換を図りながら、情報

の共有に努めます。 

 

◎地域間交流に関する施策 

国内外の交流都市との交流事業を通じて相互理解と親善を深めながら、文化、

教育、経済をはじめとする幅広い分野での交流を推進します。 
特に、国外の都市との交流においては、余市町の特色であるワイン・食文化

をいかした国際的なネットワークを構築・関係を強化することで、地域産業の

発展につなげます。また、これらの交流を通じて、地域住民を含む異文化交流

の機会を創出し、グローバル化への対応を図るとともに、持続可能な地域間パ

ートナーシップの構築を目指します。 
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◎行財政に関する施策 

本町の財政状況は、歳入に占める地方交付税や国庫支出金などの依存財源の

割合が高く、財政運営の弾力性を示す経常収支比率も高率で推移している状況

から、歳出においては、限られた財源を効果的・効率的に配分するとともに、

国等の各種補助制度を積極的に活用して新たな歳入の確保にも取り組み、持続

可能な財政基盤の確立に努めます。 

町税につきましては、適正な申告指導や課税客体の把握による公平・公正な

課税を推進するとともに、キャッシュレス納付等の納税環境の拡充や電子申告・

申請の対象拡大による利便性の向上に努めます。 

また、税負担の公平性を確保するため、適正な滞納整理を実施するとともに、

税外収入につきましても、コンビニ納付等の円滑な運用を進めるなど、収納率

の向上に努めます。 

財政状況の公表につきましては、ホームページ等を活用し、分かりやすい情

報の提供に努めます。 

 

◎ふるさと応援寄附に関する施策 

本制度は有効な財源確保手段であると同時に、町内事業者にとって重要な販

路の一つであり、町内経済の活性化に大きく寄与するものであると認識してい

ます。単なる返礼品競争から脱却し、余市のファン（関係人口）を増やすため

の戦略的ツールとして再定義し、寄附額の最大化を図ります。得られた財源は、

将来の成長が見込める分野へ重点的に投資します。 

 

◎行政改革に関する施策 

将来の人口減少を見据えた中で、高度化・多様化するニーズに的確に対応し、

スピード感のある町政を実現するため、デジタル技術を活用し、行政手続きオ

ンライン化の推進や生成 AI の活用など自治体 DX の取り組みを進め、町民サ

ービスの向上と行政事務の改革を推進します。 
 

◎公共施設の総合的な管理・運営に関する施策 

 老朽化する公共施設すべての維持・更新は困難であることから、適正な公共

サービスの提供、施設の維持管理コストの縮減を念頭に、人口減少等将来を見

据えた中で、財政負担の推計、民間ノウハウの活用、他自治体の先進事例調査

など管理運営方針の検討を進めながら、公共施設の計画的な再編と有効活用に

努めます。 
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◎職員の資質向上に関する施策 

職員は、自治体職員であることを常に自覚し、町民の視点に立ち、公正な立

場で誠実に職務を遂行するとともに、不祥事の未然防止に対する意識向上や自

己研さんを図るため、各種研修機会の充実、自己申告制度、人事評価制度など

による職員の意識改革に積極的に取り組み、組織の活性化と職員の資質向上に

努めます。 
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む す び 

 

以上、令和８年度における町政執行の基本的な考えとその

政策の概要を申し上げました。 

将来をしっかりと見据え、その可能性を引き出し、「未来に

向けて住みやすいまちをつくる」ために、職員と一丸となっ

て町政運営に取り組んでまいります。 

議会議員各位ならびに町民皆様の特段のご理解とご協力を

賜りますようお願い申し上げます。 

 


